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13　合格者の発表
⑴　発表日時及び発表方法
　　合格者の発表は，次のとおり行います。

試験日程 発　表　日　時 発　　表　　方　　法

前期日程 令和５年３月７日（火）11時 　本学のホームページの「入試案内」に全学部の合
格者の大学受験番号を掲載します。
　掲示による発表は行いません。後期日程 令和５年３月20日（月）16時

（注）１　電話等による合否の問合せには，一切応じません。
２　ホームページによる合格者の発表について，発表直後にアクセスが集中し，ホームペー
ジがつながりにくい場合がありますので，その際はしばらく時間をおいてから再度アクセ
スをしてください。

⑵　合格通知
　�　合格者には，合格者の発表後，同日付けで合格通知書及び入学手続関係書類等を送付します。

17　令和５年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせについて
は，本学ホームページに随時掲載します。

　　新型コロナウイルス感染症対策に係る受験上の留意事項については下記URLから新型コ
ロナウイルス感染症等への対応についてをご確認ください。

　　https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/entrance/faculty/covid19/

⑴　追加合格
　入学手続完了者数が入学定員に満たない場合は，追加合格を行う場合があります。追加合格の
実施の有無については，令和５年３月27日（月）10時以降に山形大学ホームページにより公表しま
す。
　なお，追加合格を行う場合の入学意思の確認は，令和５年３月28日（火）以降に，入学願書の
「志願者連絡先等」欄に記入された電話番号又は携帯電話番号に問合せて行いますので，電話番
号の記載に十分留意してください。
（注）本学から追加合格該当者として通知を受けた者であっても，既に他の国公立大学の追加合
　　格に入学手続を完了した者は，それを取り消して，本学の追加合格の入学手続を行うことは
　　できません。
⑵　欠員補充第２次募集
　追加合格を行っても，なお入学定員に欠員が生じた場合には，欠員補充第２次募集を行うこと
があります。
　欠員補充第２次募集を実施する場合には，山形大学ホームページにて公表します。

14　欠員補充の方法

15　山形大学ホームページ
　山形大学の入学試験情報は，山形大学ホームページの「入試案内」及び「受験生の方」で公表し
ます。
　なお，時間帯により，つながりにくい場合がありますので，その際は，しばらく時間をおいてか
ら再度アクセスをしてください。

　○山形大学ホームページ「入試案内」又は「受験生の方」
　　https://www.yamagata-u.ac.jp
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日　　程 学部（学科）名 期　　　　　日

前期日程
医学部医学科 令和５年２月１4日（火）までに公表します。

後期日程

⑴　志願状況
　令和５年１月25日（水）から公表します。
　なお，出願受付期間中は，毎日19時頃に更新します（土・日曜日を除きます。）。
⑵　第１段階選抜の実施の有無について
　第１段階選抜の実施の有無については，次の期日までに山形大学ホームページに掲載します。
　第１段階選抜を実施しない場合は，入学志願者全員に「受験票ダウンロード通知メール」を送
信します。
　なお，第１段階選抜を実施した場合，合格者には「受験票ダウンロード通知メール」を送信し，
不合格者には「第１段階選抜結果通知書」を郵送します。

⑴　入学手続期間
　①　前期日程･･･郵送により令和５年３月14日（火）まで（必着）
　　　　　　　　（持参の場合は令和５年３月１4日（火）から３月１5日（水）まで）
　②　後期日程･･･郵送により令和５年３月25日（土）まで（必着）
　　　　　　　　（持参の場合は令和５年３月26日（日）のみ）
　　受付時間は，９時から１6時までとします。
⑵　入学料
　　入学手続の際に，次の入学料を納付していただきます。

学　　　　　部 入　学　料

人文社会科学部，地域教育文化学部，
理学部，医学部，工学部昼間コース，
農学部

282,000 円

工学部フレックスコース 141,000 円
　（注）納付方法等詳細については，合格通知の際にお知らせします。
⑶　提出書類
　　詳細については，合格通知の際にお知らせします。
⑷　入学手続に関する注意事項
①　合格者で本学に入学する者は，「入学手続期間」内に郵送又は持参（代理人も可）により，
所定の書類の提出及び入学料を納付し，入学手続を行ってください。詳細については，合格通
知の際にお知らせします。
②　入学手続に当たっては，大学入学共通テスト受験票を提出し，これに本学の入学手続完了済
の押印を受けなければなりません。
③　一つの国公立大学・学部に入学手続を行った者は，これを取り消して，他の国公立大学・学
部へ入学手続を行うことはできません。ただし，「後期日程」の合格者で入学手続を完了した
者が，「前期日程」の追試験を受験し，合格者となった場合にはこの限りではありません。
④　「入学手続期間」内に入学手続を完了しなかった者は，本学への入学の意思がない者とみな
し，入学を辞退したものとして取り扱います。
⑤　追加合格者は，令和５年３月28日（火）以降，本学が指定した日までに入学手続を行わなけれ
ばなりません。指定した日までに入学手続を完了しなかった者は，入学を辞退したものとして
取り扱います。
⑥　入学手続完了者が高等学校等を卒業又は修了できない場合は，入学を取り消します。

16　入学手続


